
別表１ （第２条関係）  

補
助
対
象
事
業 

 

応募者が主体的に県内で行う取組で、地域資源等、新たなアイデアで、県内への誘客を促

進する取組または、観光商品化等により地域経済に広く寄与することが期待される取組 

※ 一過性の単発イベントのような取組は対象外です。（ただし、一定期間で継続する取組

であって、翌年度以降も実施する計画があるものであれば対象事業とします。） 

※ 地域経済への広がりが認められない活動（団体構成員のための事業等） 

※ 交付決定までに完了した事業や取組は除きます。 

 

補
助
対
象
経
費 

 

対象事業に直接関係する経費のうち、以下の経費を助成の対象とします。 

・ 県産品を活かしたグルメコンテンツ等の開発に係る費用 

・ 滞在型コンテンツ、旅行商品等の開発に係る費用 

・ 名産品、土産品の開発に係る費用 

・ 持続可能な取組となるために必要な環境整備 

・ プロモーションに係る費用 

・ 取組商品に関するモニターツアー費、参加者招請費 

・ 各取組を磨き上げるために必要な専門家等の招請費 

・ その他連盟会長が認める経費 

 補助対象外となる経費は、以下の通りです。 

・ 本事業に直接関係のない経費 

・ 交付決定前に発生した経費 

・ 事業者における経常的な経費（運営に係る人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保

証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料等） 

・ 特定の個人、企業の財産形成又は営利を主たる目的とする経費 

・ 実施主体の会食費、弁当代等の飲食費 

・ 本事業における資金調達に必要となった利子 

 

 


